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新潟県職員職務発明規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年３月30日 

新潟県知事  花 角  英 世 

新潟県規則第15号 

新潟県職務発明規則の一部を改正する規則 

新潟県職員職務発明規則（昭和40年新潟県規則第28号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削り、同表の改正後の欄中下線が引かれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別記 

第１号様式（第４条関係） 

職務発明届 

（略） 

発明者氏名        

（略） 

 （略） 

 

第２号様式（第４条関係） 

意見書 

（略） 

所属長氏名        

（略） 

 （略） 

 

第３号様式（第５条関係） 

個人特許出願届 

（略） 

発明者氏名        

（略） 

  

第４号様式（第16条関係） 

不服申立書 

（略） 

発明者氏名        

（略） 

  

第５号様式（第８条関係） 

譲渡証明 

（略） 

発明者氏名        

（略） 

  

別記 

第１号様式 

職務発明届 

（略） 

発明者氏名          ㊞  

（略） 

 （略） 

 

第２号様式 

意見書 

（略） 

所属長氏名          □印  

（略） 

 （略） 

 

第３号様式 

個人特許出願届 

（略） 

発明者氏名          ㊞  

（略） 

  

第４号様式 

不服申立書 

（略） 

発明者氏名          ㊞  

（略） 

  

第５号様式 

譲渡証明 

（略） 

発明者氏名          ㊞  

（略） 

  

附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 


